
気が付けば、『うつの原因』はすべて会社のせいに…！

社長のためのシリーズ 第３弾！

社員の『うつ』から会社を守る仕組み作り!!

宮崎県内で実際にあった話…
会社は、知らなかったでは済まされない現
実がそこに…早く気付いて欲しい！

宮崎県宮崎市佐土原町下田島２００３４番地
特定社会保険労務士 杉山晃浩事務所

特定社会保険労務士・行政書士 杉山 晃浩

宮崎助成金サポートセンターＨＰは で検索！

※60名の定員に入れた方のみ、お支払方法等をFAXでご連絡いたします。

24時間受付 FAX 0985-36-1419

平成26年5月15日 16時までにＦＡＸしてください。

貴 社 名

所 在 地

電話番号 FAX番号

参加者名 （ ） （ ）

お申し込みは、今スグＦＡＸを！ 60名様限定!!

日 時

場 所

資料代

平成26年5月22日(木曜日) 10:00～11:45

宮日会館 １０階 大会議室 ※公共交通機関のご利用が便利です。

一般 3,240円／人 ※EASYﾊﾟｰﾄﾅｰ･相談顧問･ﾘｰｶﾞﾙ顧問の方は、1,080円割引！

セクシャルハラスメントやパワーハラスメントという言葉が、確実に定着してきています。

『●●ハラです!!』それらの言葉が、従業員の口から良く出るようになり、社長や上司に対して反抗する
ための道具、仕事をさぼるため、責任逃れするための道具として使われ始めてきているような気がします。
さらに厄介なことに、これらの心的ストレスは、目に見えません。ですから、言った者勝ちになります。

心的ストレスがかかると、うつ⇒労災または障害年金という公式も出来上がりつつあり、会社を取り巻く
民事上のリスクは、うなぎ上りに増加していることに気が付いている経営者は、まだ少数です。

労災など公的な保証が約束された後での民事的な争いでは、会社は非常に弱い立場に立たされること
は容易に予想がつきます。それならば、社員のうつが、会社のせいではなくなるための仕掛けや仕組み
作りを考えてみてはいかがでしょうか？リスクの選択を行うのは、社長であるあなたです!!

今回のセミナー の内容は…

☑ 社員のうつの原因は、本来どこにあるのか？
☑ うつって言えば済むと思っている社員！ズバリ、怠け者では…？
☑ ストレス耐性の高い従業員を探す方法はあるのですか？
☑ 近頃、労働基準監督署が、精神疾患に敏感な訳とは…？
☑ 民事的な補償を求められるということは、どれぐらいの相場を考えておけばよいの？
☑ もしも、社員がうつに罹患したら、私たちはどう接すればよいの？
☑ 実際にある！精神疾患（うつ等）を理由に会社からお金を獲ろうとする社員たち!!
☑ 精神疾患チェックの義務化がもたらす、会社のリスクの顕在化とは？
☑ 精神疾患と労災保険申請の関係を知ってしまうと、怖さが倍増しますよ！
☑ 会社を守るために、私たちが今すぐできることとは…？ など

ご提供頂いた個人情報は、弊社からのご連絡以外に
は使用いたしません。

受付開始 9：30～

社長様に、早く気付いて欲しい内容です！


